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不⾃由な避難⽣活を改善するとともに、⾃⽴した⽣活を再建し、
健康的で⽣き⽣きとした⽣活を実現していくための取組を取りまと
めました。 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ章 ⽣活再建 



 

 

Ⅴ章 
 
1. 不⾃由

○長期

を安

○震災

き応

によ

す。

 

（１）住
改

（２）双
拠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主

町外拠

（バス

が必要

⽣活再

由な避難⽣
期的な避難生

安定させるこ

災・事故から

応急仮設住宅

より、生活の

 

住環境の 
改善 

双葉町外 
拠点の整備 

主なご意⾒

拠点への移動

ス・タクシー

要だ。 

再建 

⽣活の改
生活が続く

ことが必要

ら５年９か

宅等で生活

の基盤であ

①応急仮

②住宅の

①双葉町

②双葉町
勿来酒

 

動手段

ー等）

 

善に向け
中、まずは

要です。 

か月が経過

活されている

ある「住環境

仮設住宅と借

の確保とスム

町外拠点の基

町外拠点の中
酒井地区復興

高齢者の

確保して
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けた取組 
は、それぞ

し、すでに

る方も多数

境」を改善

借上げ住宅

ムーズな転居

基本的な考え

中⼼としての
興公営住宅

の交通手段を

てほしい。

ぞれが希望す

に住宅を取得

数いる中、次

善し、安定し

ⅰ

ⅱ

居 
ⅰ

ⅱ

え⽅ 
ⅰ

ⅱ

の 
ⅰ

ⅱ

ⅲ

を

町外拠点

ための宿泊

する場所で

得された方

次のような

した生活環

応急仮設住宅

復興支援バス

住宅・土地取

仮設暮らしの
営住宅等への

いわき市・郡
における県営

町民のコミュ

勿来酒井地区

併設施設の整

周辺施設との

仮設住宅閉設

住宅への転

なるか、明ら

に一時的に

泊施設が必要

で住宅を確保

方がいる一方

な施策に取

環境づくりを

宅等の環境改

スの運行継続

取得に関する

の解消に向け
の入居の支援

郡山市・南相
営の復興公営住

ュニティ拠点

区復興公営住

整備 

の連携 

設の時期、復

転居の時期は

らかにしてほ

に集まる町民

要である。 

保し、生活

方、引き続

り組むこと

を目指しま

改善 

続 

る支援 

けた取組（公
援など） 

馬市・白河市
住宅の整備

としての活用

住宅の整備 

復興公営

はいつに

ほしい。

民の

活

続

と

ま

公

市

用



 

 

（１）
①応急

ⅰ 応
○応

居

町

に

 

ⅱ 復
○市

動

通

 

 

 

 

 
 

参考 

い

ふ

 住環境の
急仮設住宅と

応急仮設住
応急仮設住宅

居期間や借上

町民に寄り添

に要請します

復興⽀援バ
市街地から離

動手段として

通じて、運行

 復興⽀援

いわきルート

くしまルー

の改善 
と借上げ住

住宅等の環境
宅や借上げ

上げ住宅の

添った対応

す。 

バスの運⾏継
離れたとこ

て運行され

行の継続と

 

バス ルー

ト（H28.4.1） 

ート（H24.9.17

住宅 

境改善 
げ住宅につい

の住替制限等

応をとるよう

継続 
ころに立地し

れている「復

運用の改善

ート図 

7） 
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いては、入

等を含め、

う、国・県

している応

復興支援バ

善に取り組

入

県

応急仮設住宅

バス」につい

組みます。

郡⼭ルー

宅と市街地

いては、国

ート（H26.2.1

応急仮設

Ⅴ

地を結ぶ、避

国・事業者へ

1) 

設住宅 外観 

Ⅴ章 ⽣活再建

避難者の移

への要請を

建

移

を



 

 

②住宅

ⅰ 住
○自

が

囲

（

建

○特

金

「

利

※り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○被災

し、

給す

○基礎

支給

○この

子力

 

*自然

  暴

被害

■支

 次

 

【

【

コ

宅の確保とス

住宅・⼟地
ら住宅を再

が進むよう、

囲の判定等に

（平成 28 年

建支援金の申

特に、町が発

金が交付され

「被災者生活

利用できるよ

災判定は、

災者生活再建

、都道府県が

する制度です

礎支援金の申

給されます。

の制度は、自

力発電所事故

然災害 

暴風、豪雨、

害をいいます

支援金の支給

次の基礎支援

【基礎⽀援⾦
住宅の被害

⽀給額
【加算⽀援⾦

住宅の再建
⽀給額

コラム 

スムーズな

地取得に関す
再建する意

町として

に関する中

年 1 月 28 日

申請期間の

発行する「

れるととも

活再建支援

よう、申請

地震・津

 

被
建支援制度

が相互扶助

す。 

申請期間が

。 

自然災害*に

故による被

、洪水、高

す。 

給額 

援金と加算支

⾦】 
害程度 
額 1

⾦】 
建⽅法 建
額 2

な転居 

する⽀援 
意思を持って

も国・県に

中間指針第四

改定）」に

の累次の延長

「り災証明書

もに、自宅の

援制度」につ

請期間の延長

津波被害を対

被災者⽣活
度は、自然災

の観点から

平成 29 年

により住宅に

害（長期避

潮、地震、

支援金の合計

全壊 
100 万円

設・購⼊
200 万円
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ている方に

に対して強

四次追補（避

おける住宅

長がなされ

書」に基づ

の建設（建

ついては、

長を引き続

対象として

活再建⽀援
災害によりそ

ら拠出した基

年４月 10 日

に大規模半壊

避難）は含ま

津波、噴火

計額（世帯人

解体 
100 万円

補修 
100 万円

については、

く働きかけ

避難指示の

宅確保損害

れてきてお

づき、住宅の

建替）等の際

活用を希望

続き国に求め

て行われます

援制度の
その生活基盤

基金を活用し

日まで延長さ

壊以上の被害

まれていませ

火、その他の

人数が１人

⻑期避難
100 万円

賃借 
50 万円

、それぞれ

け、これまで

の長期化等に

の大幅な増

ります。 

の損害の程

際には加算

望される皆

めます。 

す。 

概要 

盤に著しい被

して被災者生

され、生活再建

害を受けた方

せん。 

の異常な自然

の場合はそ

⼤規模半
円 50

円

れの土地での

で、「原子力

に係る損害

増額や、被災

程度に応じた

算支援金が交

皆様が引き続

被害を受け

生活再建支

建のための

方が対象とな

然現象により

その４分の３

半壊 
万円 

の自宅再建

力損害の範

害について）

災者生活再

た基礎支援

交付される

続き制度を

た方に対

援金を支

支援金が

なり、原

り生じる

３の金額）

建

範

）

再

援

る

を
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Ⅴ章 ⽣活再建

ⅱ 仮設暮らしの解消に向けた取組（公営住宅等への⼊居の⽀援など） 
○仮設住宅での不自由な避難生活を解消するため、双葉町外拠点の中心と位置付けて

いる勿来酒井地区復興公営住宅の平成 29 年度中の入居開始が予定されていること

も踏まえ、復興公営住宅等の恒久住宅へのスムーズな転居に向けた支援に取り組み

ます。 

○このような復興公営住宅等については、復興支援バスの当面の運行継続等、避難を

続ける町民の日常生活における移動手段確保に係る取組の継続を国や事業者に求め

ます。 

  



 

 

（２）
①双葉

ⅰ い
○双

市

○双

択

あ

ⅱ 町

○双

入

 

 

 

 

 

 
 

 
 

参考 

 双葉町外
葉町外拠点の

いわき市・
双葉町民が集

市・白河市に

双葉町外拠点

択肢の一つと

ある県と連携

町⺠のコミ

双葉町外拠点

入先自治体の

 双葉町外拠

外拠点の整
の基本的な

郡⼭市・南
集まって居

において整

点が、様々

となるとと

携しながら

ュニティ拠

点について

の住民など

拠点 全体

整備 
な考え⽅ 

南相⾺市・
居住できる県

整備が進んで

な状況に置

もに、町外

ら、その整備

拠点として

ては、居住者

どが集まれる

 

体構成図 
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⽩河市にお
県営の復興

でいます。

置かれてい

外における

備が進んで

ての活⽤ 

者はもちろ

る地域のコ

おける県営
興公営住宅は

 

いる町民の生

る町民の交流

でいます。

ろん、その周

コミュニティ

営の復興公営
は、いわき

生活再建を

流拠点とな

周辺に避難

ィ拠点とな

営住宅の整
き市・郡山市

をするための

なるよう、事

難している町

なることを

整備 
市・南相馬

の場所の選

事業主体で

町民や、受

目指します

馬

選

で

受

す。 



 

 

 

 

 

県が

は次の

市町

福島

会津若

郡山市

いわ

白河

二本

南相

三春

広野

 

 

 

 

 

 

 

 

が整備してい

のとおりです

町村 団

島市 飯坂

北沢

北沢

北中

若松市 古川

市 柴宮

八山

八山

東原

鶴見

守山

き市 湯長

下神

八幡

家ノ

高萩

高萩

勿来

北好

四ッ

平赤

小名

河市 南湖

白坂

本松市 石倉

 

表団

馬市 上町

牛越

南町

西町

春町 平沢

野町 下北

コラム 

飯坂

 
福島県

いる双葉町民

す。 

団地名・地区

坂団地 

沢又団地 

沢又２団地 

央団地 

町団地 

宮団地 57 号棟

田団地 1 号棟

田団地 2 号棟

原団地 3 号棟 

見坦団地 

団地（田村町

長谷団地 

神白団地 

幡小路団地 

前団地 

萩団地（小川町上

萩団地（小川町小路

来酒井団地 

好間団地 

倉団地（鬼越

赤井団地 

浜中原団地 

湖南団地（鬼越

坂団地 

倉団地（油井）

団地 

町団地 

越団地（辻内）

町団地 

町団地（鹿島）

沢団地 

北迫団地 

坂団地（福島市

県による復
民を入居対象

区名 計画

計

計

計

棟 

棟 

棟 

町岩作） 計

上代） 

路尻） 

・四倉） 

計

計

計

計

越） 

） 計

） 

） 計

市） 

ふく
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復興公営住
象とする復興

画戸数

58

計 152

計 70

計 64

共同

共同

木造

共同

20 共同

30

20

40

15

30

計 80

共同

共同

共同

共同

共同

木造

50

200

12

計 53

50

30

計 159

計 323

計 150

計 51

計 138

共同

共同

共同

共同

木造

木造

木造

共同

共同

共同

共同

28

12

木造

木造

計 200

44

共同

 

共同

182

48

255

計 50

共同

共同

共同

木造

92 木造

58 木造

くしま復興ス

住宅の整備
興公営住宅

住居形態

同住宅 

同住宅 

造住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

造住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

造住宅 

造住宅 

造住宅・共同

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

造住宅 

造住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

同住宅 

造住宅 

造住宅 

造住宅 

高萩

テーション

備スケジュー
の地区ごと

（平成

進

（入

Ｈ29

Ｈ29

（入

（入

（入

（入

（入

（入

（入

Ｈ29

同住宅 

（入

（入

（入

（入

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ29

H29

Ｈ29

Ｈ29

（H2

（H2

（一

Ｈ2

Ｈ29

Ｈ28

Ｈ29

（H2

（入

（入

Ｈ29

萩団地（いわき

「復興公営住

Ⅴ

ール 
との工程表と

成 28 年 11

進捗、入居可

入居開始） 

9.1～3、Ｈ2

9 年度前期 

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

9.1、Ｈ29 年

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

入居開始） 

8 年度後期 

8 年度後期 

9 年度後期 

9 年度後期 

9.10～12、Ｈ29

9 年度後期 

9 年度前期、

28.12 入居開

28.12 入居開

一部入居開始）、

29 年度前期 

9.7～9 

8. 12 月 

9 年度後期 

28.12 入居開

入居開始） 

入居開始） 

9 年度後期 

き市） 

住宅」ホームペ

Ⅴ章 ⽣活再建

と進捗状況

月末現在）

能時期 

29 年度 

年度前期 

年度後期 

後期 

開始） 

開始） 

、H29.1、

開始） 

ページより

建

 



 

 

②双葉

ⅰ 勿

○住

果

酒

県

ⅱ 併

○勿

の

る

 

 

 

 

 

ⅲ 周

（ア）
○双

平

○現

く

 

参考 

葉町外拠点の

勿来酒井地

住民意向調査

果となりまし

酒井地区）の

県と連携しな

併設施設の

勿来酒井地区

の整備に加え

等により、

 

周辺施設と

双葉町役場
双葉町役場に

平成 25 年６

現在、２つの

ば連絡所、

勿来酒井地
完成イメ

の中⼼とし

地区復興公営

査の結果、

した。この

の復興公営

ながら、そ

の整備 

区復興公営

え、医療施

居住者の

の連携 

場いわき事
については

月、福島県

の支所（郡

南相馬連

 

地区復興公
ージ 

施設エ

しての勿来酒

営住宅の整

双葉町外拠

のため、周辺

営住宅を「双

その整備を推

営住宅には、

施設、高齢者

の安全・安心

事務所（平成
は、原子力災

県いわき市

郡山支所、埼

連絡所）と連

公営住宅 

リア 

共同

70 

酒井地区復

整備 

拠点の整備

辺施設との

双葉町外拠

推進します

、施設エリ

者等サポー

心の確保と

成 25 年６⽉
災害に伴い

市へ再移転し

埼玉支所）

連携を図り

同住宅エリア

●整備
●住⼾
    

●整備

●併設
    
    

復興公営住宅

備希望地は、

の連携も考え

拠点の中心」

す。 

ア・共同住

ート施設、共

と利便性の向

⽉開所）
い役場機能を

しました。

と３つの連

ながら業務

⼾建住

備⼾数：180
⼾形態：共同住

    ⼾建住
備⾒通し：平成

（平成
設施設：双葉郡

    集会所
    ※併設

宅 

、福島県い

えながら、

」と位置付

住宅エリア

共同店舗な

向上を図り

を埼玉県加

 

連絡所（い

務を行って

住宅エリア 

【整備概要
⼾（予定） 
住宅（集合住
住宅 
成 29 年度後
成 30 年 3 ⽉
郡⽴診療所、
所、広場・公園
設施設は調整

いわき市が最

いわき市南

付け、事業主

ア・戸建て住

などの併設施

ります。 

加須市へ移転

いわき南台連

ています。 

要】 

住宅、テラスハウ

後期 
⽉⼊居予定）

⾼齢者等サポ
園等、共同店
整中のものを含

最も多い結

南部（勿来

主体である

住宅エリア

施設を設け

転した後、

連絡所、つ

ウス） 

 
ポート拠点、
舗⽤地 

含みます。 

結

来

る

ア

け

つ



 

 

（イ）
○勿

か
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勿
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組
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○現

ー

す

○特

ョ
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参考 

町⽴幼稚園
勿来酒井地区

から、双葉町

では、少人数

初の 11 人か

これらの町立

勿来酒井地区

町立学校等の

組の推進を図

特別養護⽼
現在、双葉町

ームが、平成

す。 

特別養護老人

ートステイ

の郡立診療所

公営住宅への

 
 
いわき市

復興公営

園・⼩・中
区復興公営

町立の幼稚

数教育の実

から、平成

立学校等に

区復興公営

の運動会へ

図ります。

⽼⼈ホーム
町の介護施

成 29 年７月

人ホーム及

イとしての

所との医療

の入居者の

 

南部の拠点

営住宅

特別養

学校（平成
営住宅の近隣

稚園・小学校

実践による教

28 年 12 月

においては、

営住宅の整備

への入居者の

 

「せんだん
施設として、

月の開設を

及びグループ

の活用や、そ

療行為の相互

の安全・安心

点位置図 

養護老人ホーム
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成 26 年４⽉
隣であるい

校・中学校

教育の充実

現在、40

、引き続き

備後は、高齢

の招待等、

ん」及びグル
、特別養護

目指し、い

プホームに

その嘱託医

互補完等、

心の確保を

町立幼

⽉再開（同
いわき市錦町

校が再開され

実等により、

人まで増加

き教育内容の

齢者等サポ

勿来酒井地

ループホー
護老人ホーム

いわき市錦町

においては、

医療機関と復

施設間の連

を図ります。

幼小中学校

双葉町いわき事

同年８⽉よ
町において

れており、

、園児・児

加しており

の充実を図

ポート施設へ

地区復興公

ーム（平成 2
ム「せんだ

町地内で建

、復興公営

復興公営住

連携を図り

。 

事務所

Ⅴ

り現所））
て、平成 26 年

これらの町

児童・生徒数

ます。 

図ることはも

への生徒等

公営住宅と連

29 年７⽉開
だん」及びグ

建設が進め

営住宅入居者

住宅敷地内に

り、勿来酒井

Ⅴ章 ⽣活再建

 
年４月１日

町立学校等

数は再開当

もちろん、

等の訪問や、

連携した取

開設予定）
グループホ

られていま

者によるシ

に併設予定

井地区復興

建

日

等

当

、

取

 
ホ

ま

シ

定

興



 

 

2. ⾃⽴し

〇次のよ

に、日

 

（１）⽣

（２）事
と就

 

 

した⽣活の

ような施策

日々の生活

⽣活の再建 

事業活動⽀援
就業⽀援 

主なご意

生活支援員

の支援が重

商

場

再

の再建に

に取り組む

を支える生

①生活

の継

②迅速

援 ①事業

②就業支

 

⾒

員・民生委員

重要。 

商工業者はた

場所さえ提供

再開できる。

向けた取

むことによ

生業の確保等

活再建に必要

続・拡充等

速・確実・十

活動支援

支援 

「家事

のサポ

たくましい。

供してくれれ
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取組 

り、長期避

等を図り、

要な支援

等 

十分な賠償

事手伝いサー

ポートがあれ

 

れば

風

的

る

避難が続く町

自立した

ⅰ 高速

ⅱ 医療

ⅲ 生活

ⅰ 被害

ⅱ 相談

ⅰ 事業

ⅱ 営農

就業

ービス」など

れば良い。

風評被害に関

的・客観的な

る必要がある

町民の生活

生活の再建

道路の無料

費等の減免

サポート補

実態に即し

の対応 

再開等支援

再開等支援

支援 

町

を強
ど

関して、専門

な情報を届け

る。 

活再建を進め

建を目指し

料化等 

免措置 

補助金 

した賠償の

援 

援 

民の生活支

強化してほ

門

け

めるととも

ます。 

の要請 

支援体制

しい。

も



 

 

避難者

の無料措

続される
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者の一時帰

措置につい

ることとさ

ラム 

 ⽣活の再
活再建に必要

⾼速道路の
約 7,000 人の

道路の無料措

散して避難生

しています。

このような高

活ができるよ

帰宅等の生活

ては、平成

れています

再建 
要な⽀援の

の無料化等 
の町民が全

措置は、町

生活を続け

 

高速道路無

ようになる

⾼速
活再建に向け

成 28 年 12

す。 

の継続・拡充

 
全国各地で不

町への円滑な

ける家族間の

無料措置につ

るまで、現行
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速道路無料
けた移動を支

月現在、当

充等 

不自由な避

な一時帰宅

の再会機会

ついては、

行どおり延

料措置 
支援する目

当面、平成 2

避難生活を今

宅、町民同士

会の確保等を

双葉町への

延長するよ

的で実施さ

29 年３月 3

国交

今なお強い

士の再会・

を図る上で

の帰還が可

う国に求め

Ⅴ

されている高

31 日（金）

交省道路局発表

いられている

交流機会の

で、大きな役

可能となり、

めます。 

Ⅴ章 ⽣活再建

高速道路

まで継

表資料より 

る中、高速

の確保、離

役割を果た

、以前の生

建

速

離

た

生
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ⅱ 医療費等の減免措置 
○医療費の一部負担金、国民健康保険税、後期高齢者医療等医療保険料、国民年金保

険料、介護保険サービス利用料及び保険料並びに障害福祉サービス利用負担金の減

免については、慣れない地での不自由な避難生活が続く中、町民の安心の確保に大

きな役割を果たしています。 

○このような医療費の一部負担金等の減免については、双葉町への帰還が可能となり、

以前の生活ができるようになるまで、現行どおり延長するよう国に求めます。 

 

ⅲ ⽣活サポート補助⾦ 
○中間貯蔵施設が整備されることになった現状を踏まえ、長期の避難による町民の生

活を支援するため、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金を活用し、①ふるさとの結

びつき維持、②風評被害緩和対策、③生活空間の維持・向上、④人材育成・就業支

援を内容とする生活サポート補助金の交付が、平成 28 年４月から、当面 10 年間の

事業として始まりました。 

○町として、さらなる事業の改善を図りながら、町民の生活再建支援に引き続き取り

組みます。 

 

 

 
 

【補助⾦の交付対象となる主な経費と内容】 

対象となる項⽬・事項 補助される内容など 

ふるさととの 
結びつき維持 

⾏政区総会の参加費 
交通費 
宿泊費 
⾼速・有料道路利⽤料 

役所への⼿続に係る経費 
住⺠間・知⼈間の⾏き来に係る経費 
伝統⾏事（お祭り等）に係る経費 
通信費の増加分 固定・携帯電話の通信費増加分 

⾵評被害 
緩和対策 

福島県内の産品の購⼊、及びそれらを全国の
知⼈等に送付するための⽀援 

福島県産品の購⼊費、輸送費等の
⼀部 

⽣活空間の 
維持・向上 

避難先への住⺠登録ができないための住⺠サー
ビスに係る格差緩和 

避難先市区町村における補助制度等
の補助相当額分 

⻑期避難⽣活による⼼のケア相談 
交流会等の参加費 
⽣涯学習に係る参加費の半額 

⾼齢者、障がい者等の⽇常⽣活に係る交通費
⽀援 

⾼齢者、障がい者、妊婦等が利⽤し
たタクシー代の⼀部 

⽣活再建に係る介護費に⽀援 
介護サービス利⽤料のうち区分⽀給
限度基準額を超過した⾃⼰負担分 

⼈材育成・ 
就業⽀援 

教育・⽣活環境の変化による格差解消 
18歳以下の⼦どもの学校外教育に係
る経費の半額 

就業等に係る⽀援 職業訓練・資格取得費⽤ 
（平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇時点）

 
  

参考 補助⾦の交付対象となる主な経費と内容 
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○国は

害

損害

 

 

コラ

 
 
 １．

の

 ２．

る
担

 ３．

⾯
特

中間

速・確実・⼗

被害実態に
町では、これ

双葉町の特殊

葉町の被害実

に求め続けて

特に東京電力

摯に賠償対応

また、震災

産への賠償方

続き東京電

京電力ホール

置かれた原子

害者に一律

間指針に基

の対象とな

損害と認め

ります。 

は、平成 2

について）

害として、

ラム① 

精神的損害
⻑年住み慣

の⽣活の断念
（帰還困難

解除準備
住居確保に
移住等に伴

るために、事
担した必要か

避難指⽰解
避難指⽰解

⾯の⽬安とす
特段の事情が

間指針第四次

⼗分な賠償

即した賠償
れまでも、

殊な事情を

実態に即し

ております

力ホールデ

応を行うよ

・事故から

方針はいま

電力ホール

 

ルディング

子力損害賠償

律の対応がな

づくもので

ならないとい

められるもの

25 年 12 月

（平成 28 年

中間指針及

害 
慣れた住居及び
念を余儀なくさ
難区域⼜は双葉
備区域）につい
に係る損害 
伴い新たな住居
事故前の財物価
かつ合理的な費
解除後の「相当
解除後、精神的
する。（ただし
がある場合を除

次追補（避難

償 

償の要請 
町の 96％が

を理解し、被

した賠償を行

す。 

ディングス株

よう、町とし

ら６年近くが

まだ示されて

ルディングス

原⼦⼒損

ス株式会社で

償紛争審査会

なされている

ですが、指針

いうものでは

のは、指針で

月 26 日の

年１月 28

及び中間指針

び地域が⾒通
された精神的
葉町・⼤熊町
いては、事故

居を取得する
価値（既に東
費⽤を賠償す
当期間」 
的損害及び避

し、⼀定の医療
除く。） 

難指⽰の⻑期化
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が帰還困難

被災地域に

行うよう、

株式会社に

して今後も

が経過する

ておりませ

ス株式会社

損害賠償紛

では、原子

会が出す指

る賠償のほと

針では、「指針

はなく、個別

で示されてい

「中間指針第

日改定）」の

針第二次追補

通しのつかな
的苦痛等によ
町の住⺠が対
故後６年間経

るためや、帰
東京電⼒ホー
する。 

避難費⽤が賠
療・介護が必

化等に係る損害

難区域に指定

について一律

東京電力ホ

に対しては、

も強く求めて

る中、町民の

せん。その方

社や国に求め

紛争審査

力損害の賠

針に沿った

とんどは原子

針において示

別具体的な事

いないものも

第四次追補

の中で、避難

補に加え、次

ない⻑期間に
よる損害を賠償
対象。対象者以

過後も引き続

帰還に伴い元の
ールディングス

賠償の対象とな
必要な場合や、

害について）

定され、帰

律の対応と

ホールディ

、町民に寄

ていきます

の皆様の共

方針の早期

めていきま

査会 

償に関する

損害賠償を

子力損害賠償

示されなか

事情に応じて

も賠償の対象

（避難指示の

難指示区域に

次の３点を示

にわたって帰還
償する。 
以外（居住制
続き 1 ⼈⽉額

の住宅の⼤規
ス株式会社が

なる「相当期
⼦どもの通

Ⅴ

帰還見通しの

とするのでは

ィングス株式

寄り添い、丁

す。 

共有財産であ

期提示につい

ます。 

法律や、文

を行っており

償紛争審査

ったものが

て相当因果

象となる」

の長期化等

について賠

示しています

還不能となり

制限区域及び
額 10 万円。）

規模修繕や建
が賠償中）を

期間」は、１
通学先の学校の

Ⅴ章 ⽣活再建

の立たない

はなく、双

式会社や国

丁寧かつ真

ある町有財

いても、引

文部科学省

ます。 

会による

が直ちに賠

関係のあ

とされて

に係る損

償すべき

す。 

り､そこで

び避難指⽰
 

建替えをす
を超えて負

年間を当
の状況等、

建

い

双

国

真

財
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⽂部科学
災・事故か

子力損害賠

ついては、

続）による

す。 

ラム② 

学省 原⼦
ら６年近く

償紛争審査

文部科学省

個別事情に

原

⼦⼒損害賠
経過する中

査会が定めた

省におかれた

に応じた和解

原子力損害賠償
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賠償紛争解
中、現在の状

た中間指針に

たＡＤＲセン

解案の成立に

償紛争解決セン

解決センタ
状況や被害の

に基づく一律

ンターにおい

に向けた仲介

ンター組織概要

ター（ADR
の態様は、一

律の対応がな

いて、ＡＤＲ

介を仲介費用

要（ADR センタ

R センター
一人一人異な

なされてい

Ｒ（裁判外

用無料で行

ターホームペー

ー） 
なります。 

ないもの

紛争解決

っており

ージより） 
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Ⅴ章 ⽣活再建

ⅱ 相談の対応 
○東京電力ホールディングス株式会社は、賠償に係る相談窓口として、福島県内各地

や宮城県仙台市（平成 28 年 12 月現在）に福島原子力補償相談室を設置し、対面で

の相談を受け付けております。 

○町として、これらの窓口等における町民に寄り添った対応を東京電力ホールディン

グス株式会社に強く求めるとともに、賠償請求手続の広報や請求手続の支援に引き

続き取り組み、関係機関と連携しながら、町民の賠償に関する不安や悩みの解消に

努めます。 

 

 

（２） 事業活動⽀援と就業⽀援 
①事業活動⽀援 

ⅰ 事業再開等⽀援 
○双葉町では、町の商工事業者の避難先での事業再開が進んでいない状況にあります

が、現在、福島相双復興官民合同チームによる個別訪問が行われております。 

○町としても、商工会と連携し、事業再開支援の拡充や、官民合同チームによる個別

訪問の結果等も踏まえた、個別事情に応じたきめ細かな支援や幅広い情報提供を

国・県に引き続き求めていきます。 

○特に、事業再開への大きな支援となっている「自立・帰還支援雇用創出企業立地補

助金（製造・サービス業等立地支援事業）」については、双葉町における事業再開が

当面困難な状況であることを踏まえ、被災 12 市町村内での事業再開とその他のエリ

アでの事業再開とで差別のない支援を国に求めていきます。 

○また、町内における事業再開に向け、その受け皿となるよう、まずは「中野地区復

興産業拠点」に共同事業所や産業用地の整備を進めます。商工会とも連携し、町内

事業者の皆様のご意向を伺った上で、ニーズに適った産業拠点となるよう、その早

期整備を推進します。 
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平成 27 年 6

興指針）」改定

が示されたこ

化、生業や就

合同チームが

官民合同チー

かな支援を行

全体で 4,00

それぞれ個別

支援施策の活

コラム 

 

商工会議所・
域的な連携強

６次産業化等
チング・経営

用例 1 

経営⽅針全般
困って

援施策 

官民合同チー
支援事業 

 

地域の伝統・
事業 

用例 4 

事業を継続し
販路開拓

困って

援施策 

６次産業化等
チング・経営

 

6 月に閣議決

定において

ことを受け、

就労の回復等

が同年 8 月に

ームでは、避

行うため、チ

00 件を超え

別訪問してい

活用例 

商工会との広
強化 

等に向けたマッ
営者の右腕派遣

 

般について
いる 

ーム個別訪問

魅力等の発信

 

しているが、
拓できず 
ている 

等に向けたマッ
営者の右腕派遣

福島相双

決定された

、被災事業

原子力事故

等の支援を目

に組織されま

避難をしてい

チーム設置か

える事業者を

います。 

広

ッ
遣 

支援

●事業

●生活
移動

活用例

地

信

活用例

地

支援

●中小
再開

ッ
遣 

支援

●地域
事業
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双復興官

「原子力災

者の自立へ

故による被

目的として

ました。 

いる事業者

から平成 28

を、双葉町の

援策

 

業再開・帰還

活関連サービ
動・輸送手段

例 2

地元に戻って
再開した

 例 5

事業をやめた
地域に貢献す

がしたい

施策

小・小規模事
開等支援事業

援施策

域のつながり
業 

官⺠合同チ

災害からの福

へ向けた支援

災事業者等

、国・県・

の現状を把

8 年 12 月

の事業者につ

還促進事業 

ビスに要する
段の確保支援

 

事業を
たい 

 

た後、
する活動 
い 

事業者の事業
業 

り創出支援

ーム 

福島復興の加

援策を集中的

等の生活再建

民間からな

把握し、個別

月現在までの

ついても、3

●中小
再開

活用例 3

地元
再

支援施

●人材
材確

加速に向けて

的に展開して

建、事業の再

なる福島相双

別事情に応じ

の間において

300 件近い

 

・小規模事業
等支援事業 

3 

元に帰還して事
再開したが、⼈

⾜りない 

施策 

材マッチングに
確保支援 

て（福島復

ていく方針

再生や活性

双復興官民

じたきめ細

て、被災地

事業者を、

業者の事業

 

事業を
⼈⼿が 

による人



 

 

ⅱ 営
○避

報

○一

の

け

○そ

お

営

○な

防

あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②就業
○避

保

○ま

を

用

 

 

 

○花き

とに

観点

○福島

中に

が位

整備

ら、

た取

コ

営農再開等
避難先での営

報提供等に取

一方、双葉町

の保全管理を

け、組合管理

その上で、ま

おいて花き、

営農再開に向

なお、将来の

防止するには

あるため、将

業⽀援 
避難先での仕

保を国・県に

また、町とし

を発信すると

用等への支援

き植物の栽培

により、営農

点からも大き

島県によるイ

にも「フラワ

位置付けられ

備される復興

担い手探し

取組を検討し

ラム 

等⽀援 
営農再開を

取り組みま

町内の農地

を行う担い

理の検討等

まずは避難

燃料用作

向け、少し

の営農再開

は、川の上

将来の営農

仕事を得ら

に要請して

しても、ホ

とともに、

援を行う等

 

培は、周辺の

農的観点に加

きな意味を持

イノベーシ

ワー・コース

れており、町

興祈念公園等

しも含め、花

します。 

を希望される

ます。 

地については

い手の確保が

等、農地の管

難指示解除準

作物、飼料用

しずつ取組を

開に向けて、

上流に当たる

農再開を見据

られるよう、

ていきます。

ホームページ

生活サポー

等、就職支援

フ
の景観を向上

加え、まちづ

持ちます。

ョン・コース

スト創造プロ

町としても、

等との連携も

花き植物の栽

79 

る町民に対

は、全町民

が難しい状

管理・保全

準備区域で

用作物の栽

を進めます

、下流への

る山林や、

据え、これ

、就職相談

。 

ジや広報紙

ート補助金

援に引き続

フラワーロ
上させるこ

づくり的な

スト構想の

ロジェクト」

、沿岸部に

も考えなが

栽培に向け

対し、引き続

民が全国に分

状況にありま

全に向けた検

である両竹地

栽培から始め

す。 

の放射性物質

農業用ダム

れらの早期除

談や職業訓練

紙（広報ふた

金制度によ

続き取り組み

ロード 

が

続き、営農

分散避難す

ます。将来

検討を引き

地区の農業

める等、将

質の拡散や

ム・ため池

除染を国に

練等に係る

たば等）を

り職業訓練

みます。 

フラワ

Ⅴ

農再開支援に

する中、除染

来的な営農の

き続き進めま

業再生モデル

将来における

や周辺環境へ

池等の除染も

に求めます。

る体制の引き

を通じて就職

練や資格取得

ーロード  

Ⅴ章 ⽣活再建

に関する情

染後の農地

の再開に向

ます。 

ルゾーンに

る本格的な

への影響を

も不可欠で

。 

き続きの確

職支援情報

得に係る費

    

建

情

地

向

に

な

を

で

確

報

費



 

 

3. 健康的

○長期に

の仕組

康管理

で生き

 

 

（１）保
介護
の確

（２）⾼
健康
づく

 

 

支え

見回

的で⽣き⽣

にわたる避難

組みの構築

理体制を確

き生きとし

保健・医療
護・福祉体制
確保 

⾼齢者等の
康・⽣きがい
くり 

主なご意

えあうため

回りが必要だ

⽣きとし

難生活を乗

が必要です

立するとと

た生活が実

・
制

①保健

サー

②長期

の確

の 
い

①健康

②介護

取組

くり

 

意⾒

の

だ 

た⽣活の

乗り越える

す。町として

ともに、生き

実現できる環

健・医療・介

ビスの確保

期的な健康管

保等 

康維持の支援

護 予 防 等の

（趣味・生

） 

健康づくり

機会を設け
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の実現に向

には、放射

て、次の施

きがいづく

環境づくり

介護・福祉

保 

管理体制

援体制 

の た め の

生きがいづ

生

仕

りのできる

けてほしい

向けた取組

射線の影響管

施策等に取

くり等を通

りを目指し

ⅰ 避難

介護

ⅱ 保健

ⅰ 受診

保等

ⅱ 相談

ⅰ 各種

た個

ⅱ サポ

シス

ⅲ 心の

ⅰ 健康

取組

ⅱ 趣味

等 

ⅲ 避難

生きがいづ

仕事など）が

介護士

増や

組 

管理を含め

り組むこと

じて介護予

ます。 

先自治体に

・福祉サー

師等の人材

体制・フォ

会・講演会

種団体や避難

別訪問 

ートセンタ

テムの活用

ケア支援プ

康教室等の介

味などのテー

先住民との

くり支援（

が必要である

士を 

してほしい 

めた長期的な

とにより、総

予防等を図

における保

ービスの確

材の長期的

ォローアップ

会等の開催

難先自治体

ターの設置

用 

プログラム

介護予防等

ーマ別の集

の交流促進

（畑

る 

な健康管理

総合的な健

り、健康的

保健・医療・

確保 

的な確保 

プ体制の確

催 

体と連携し

置・安否確認

ムの実施 

等に向けた

集いの企画

進 

理

健

的

・

確

し

認

た

画



 

 

（１）

① 保
ⅰ 避
○避

把

○特

れ

支

ⅱ 保
○保

皆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○双葉

康診

○この

のビ

しま
 

*ヘルス

   

コラ

○社会

ホー

月１

○平成

ら利

 

○避難

今日

た高

でき

コラ

 保健・医

保健・医療
避難先⾃治
避難先自治体

把握に努める

特に、避難者

れない等の支

支援を国・県

保健師等の
保健師等の人

皆様の健康管

葉町は、全町

診断の結果は

のような状況

ビジョンを町

ます。 

スプロモーシ

      

ラム① 

会福祉法人

ーム「せんだ

１日、現地に

成 29 年 5 月

利用が可能と

難生活の中、

日の私たち

高齢者の方が

きる施設にな

ラム② 

医療・介護

療・介護・
治体における
体と連携し

るとともに

者が多い受

支障が生じ

県に要請し

の⼈材の⻑期
人材の確保

管理を適切

町民が双葉町

は悪化傾向に

況を踏まえ、

町民の皆様と

ション … Ｗ

を

    

グ

「ふたば福祉

だんの家」が

において地鎮

月に施設が

となる予定で

、施設の開所

の暮らしの

が、安心して

なると考えて

護・福祉体

福祉サービ
る保健・医
し、避難先に

に、課題の改

受入自治体に

じないよう、

していきます

期的な確保
保について、

切に実施して

双葉
町を離れて生

にあります。

、町では、ヘ

と共有し、健

ＷＨＯが 198

改善すること

（「健康日本 2

特別養護
グループホー

祉会」が運営

がいわき市錦

鎮祭（起工式

が完成し、7 月

です。 

所を待ち望み

の礎を築いて

て暮らし、利

ています。
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体制の確保

ビスの確保
医療・介護
における保

改善に向け

については

、医療・介

す。 

保 
、恒久的な

ていく体制

葉町健康増
生活をおく

。 

ヘルスプロ

健康増進を

86 年のオタワ

とを通じて健

21（総論）」

護⽼⼈ホー
ームせんだん

営する特別

錦町に新た

式）が行わ

月か

み、

てき

利用

特別

 

保 

保 
・福祉サー
保健・医療

けて避難先自

は、避難者の

介護施設やス

な確保を含め

制の構築を

増進計画
る中、高い

モーション

図るための

ワ宣言により

健康水準を向上

平成 12 年

ームせんだん
んの家（いわ

養護老人ホ

な仮設施設

われました。

別養護老人ホ

社会福

ービスの確保
・介護・福

自治体と調

の集中によ

スタッフの

めて国・県

目指します

高齢化率も

の理念に基

双葉町健康

り提唱された

上させていく

年 3 月 厚生労

ん・ 
わき市） 

ーム「せん

を開設する

 

ホーム「せん

祉法人ふたば

Ⅴ

保 
福祉サービス

調整します。

よりサービス

の充実に向け

県等に要請

す。 

も相まって、

基づき、健康

康増進計画を

「個人を取り

く」という考

労働省より）

んだん」及び

るため、平成

んだん」外観イ

ば福祉会提供

Ⅴ章 ⽣活再建

スの課題の

。 

スを受けら

けた一層の

し、町民の

町民の健

康な暮らし

を策定いた

り巻く環境

考え方 

 

びグループ

成 28 年６

イメージ 

供 

建

の

ら

の

の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②⻑期

ⅰ 受
○子

る

Ｂ

め

ⅱ 相
○健

康

 

（２）

①健康

ⅰ 各
○避

議

き

ⅱ サ
○平

し

と

す

た

○な

れ

ⅲ ⼼
○避

先

紹

 

○認知

所を

葉町

○施設

に整

コラ

期的な健康管

受診体制・
子ども被災者

とともに、

Ｃ、個人線

め、町民の適

相談会・講
健康管理や放

康づくりを進

 ⾼齢者等

康維持の⽀援

各種団体や
避難先におい

議会や民生児

ます。 

サポートセ
平成 28 年 12

したサポー

もに、緊急

す。今後とも

た取組とあわ

なお、勿来酒

れる予定とな

⼼のケア⽀
避難生活によ

先自治体等の

紹介等）を引

知症の診断を

を整備するた

町地域密着型

設は、既存の

整備され、平

ラム③ 

管理体制の

フォローア
者生活支援

県・町によ

線量計貸出

適切な健康

講演会等の開
放射線に関

進めます。

等の健康・

援体制 

や避難先⾃治
いて、孤立

児童委員協

ンターの設
2 月現在、

トセンター

急時の安否

も引き続き

わせ、高齢

酒井地区復

なっていま

⽀援プログラ
よる精神的

の関係機関

引き続き実

を受けた高齢

ため、公募に

型サービス事

の施設を利用

平成 29 年４

の確保等 

アップ体制
援法や原発避

よる健康管

出等）を踏ま

康管理体制を

開催 
関する知識習

 

・⽣きがい

治体と連携
立しがちな町

協議会、及び

設置・安否
健康相談

ーが福島県い

否確認を迅速

き、このよう

齢者等が安心

復興公営住宅

ます。 

ラムの実施
的ストレス等

関と連携して

実施していき

グループ

齢者の方が自

により整備を

事業所審査委

用するもので

４月の開設を
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制の確保等
避難者特例

管理調査や町

まえ、放射

を確保しま

習得のため

いづくり

携した個別訪
町民への定

び避難先自

否確認システ
・指導、介

いわき市、

速に行うた

うな体制を

心して生活

宅の敷地内

施 
等健康被害

て心のケア

きます。

プホームふた

自立した生

を行う事業

委員会を経

であり、グ

を目標に進

例法の実効あ

町独自で行

射線による長

ます。 

めの取組等を

訪問 
定期的・継続

自治体等と連

テムの活⽤
介護予防、孤

郡山市及び

ための緊急通

を維持するこ

活できるよ

内にも、新た

害を抱えてい

ア支援プログ

たば（郡⼭市

活が出来る

所を募集し

て、株式会

ループホー

めています

ある運用を

行っている内

長期的な健

を行い、町

続的な戸別

連携して、

⽤ 
孤立防止、

び埼玉県加

通報システ

こと等によ

う取り組み

たにサポー

いる町民の

グラム（定

市） 

よう、地域

し、平成 28

社エコに決

ムふたばと

。 

を国等に引き

内部被ばく

健康への影響

町民の皆様の

別訪問を、社

引き続き実

心のケア等

加須市に設置

テムが導入

より、介護予

みます。 

ートセンター

の皆様に対

定期的な相談

域密着型サー

年 11 月 3

決定しました

として、郡山

き続き求め

検査等（Ｗ

響管理を含

の心身の健

社会福祉協

実施してい

等を目的と

置されると

されていま

予防に向け

ーが整備さ

して、避難

談・病院の

ービス事業

30 日の双

た。 

山市安積町

め

Ｗ

含

健

協

い

と

と

ま

け

さ

難

の
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②介護予防等のための取組（趣味・⽣きがいづくり） 

ⅰ 健康教室等の介護予防等に向けた取組 
○介護予防とは、心身機能の改善や環境調整などを通じて、個々の高齢者の生活機能

（活動レベル）や参加（役割レベル）の向上をもたらし、それによって一人ひとり

の生きがいや自己実現のための取り組みを支援して、生活の質（QOL）の向上を目指

すものです。 

○具体的には、健康教室等の取組を引き続き実施するとともに、より多くの方に参加

を促すため、介護予防事業の啓発を行っていきます。 

ⅱ 趣味などのテーマ別の集いの企画等 
○交流拠点等を活用して、復興支援員等とも連携し、テーマ別（趣味ごと、年齢ごと

等）の集いの企画や、サロン等の運営への支援に引き続き取り組みます。 

ⅲ 避難先住⺠との交流促進 
○まずは避難先において生き生きとした生活を送れるように、避難先の自治体や支援

団体等と連携し、双葉町民と避難先住民との交流機会の増加を図ります。 

 

 

  


